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２ 計画停電の流れ

※平成24年6月22日電力需要に関する検討会合 エネルギー・環境会議 資料から引用

○九州電力 http://www2.kyuden.co.jp/kt_search/

１．計画停電の運用

停電時間は２時間程度。１日複数回の停電をできる限り避けるよう努めること
になっています。
計画停電の対象時間帯は、停電・送電の機器操作に３０分程度の時間が必要と

なるため、『８時３０分～２１時』となります。

（３）事前の公表計画停電のグループ（区域割り）及びスケジュールは

（２）停電エリアの区分

停電時間が２時間程度のため停電エリアを６つのグループに分け、グループ
毎に停電の時間帯が設定されています。

九州電力のホームページに公表されています。

（１）計画停電の時間帯

計画停電について



１ 自動扉

停電によって自動開閉ができな
くなります。停電時間には「手
動」での開閉になりますので、施
設利用形態に合わせ「常時開放」
するなどの対応をご検討ください。
また、施錠時には、必ず自動扉の
エンジン装置のスイッチがＯＦＦ
の状態かの確認をお願いします。

停電時は、手動
での開閉になり
ます。施錠の有
無の確認を！

計画停電が実施されることにより、庁舎等の施設機能が一部停止します。日頃は、なに不自由なく使用してい
て気付かない機能等もたくさんあります。
停電に備え、一度庁舎等の施設を確認して、事前の準備をお願い致します。

２ エレベーター

停電によって閉じこめられ
る可能性があります。
各階のエレベーター扉付近

に停止時間を表示し、計画
停電予定時刻よりも前に確実
に停止してください。

４ 水が出ない場合があります。
（給水方式の確認）

停電時には、一部の方式（水道直結方式）を除き
断水します。（水道直結方式でも、各水道局の配水
方法で、停電により断水する地域もあります。）
高置タンク方式の場合は、屋上のタンクの受水容

量分までしか水は出ません。また、増圧直結給水方
式は、上層階の増圧して送水する範囲は断水します。

○飲料水の準備と生活用水のくみ置きを
お願いします。

水がでない階も
発生します。

加圧給水設備

※給水管に加圧給水設備を設置し、水圧の不足分を
増圧して、３階以上の上層階まで直結給水する方式

増圧直結給水方式

量水器

便器

給水管

水栓

水道本管

※水道本管からの直圧により給水する方法。
（２階から３階建てが限度）

高置タンク方式

受水タンク
（地上部等）

屋上に
高置タンクがありま
す。

揚水ポンプ

停電で揚水
できない。

屋上

３ パソコン・サーバーの停止
重要なデータはバックアップを行い、計画停電予定時刻より前に確実に停止させて

ください。なお、ノートパソコン等については、パソコンに内蔵された電源の容量に
応じて停電後も使用できます。

２ 停電の前に実施する事項（日頃の身近な設備）

○施設の給水方式の事前確認をお願いします。

水道直結方式

水道本管

水の流れ

パソコンは動いても
ＬＡＮ回線は接続
できない。内蔵電池の
使用時間の確認を！

量水器

高置タンク

１ 停電日には、外来の方にも周知を忘れずに
計画停電の実施日には、計画停電区域外から来られる外来者もおられます。玄関、エレベーター、トイレの前

などに停電時間等（施設・設備が利用できない時間）を表示して注意喚起を行いましょう。



２ 防災設備

法的に３０分から６０分程度の
確保とされています。計画停電
中に防災設備の停止が想定さ
れますので、所管の消防署と防
災体制等の確保等に関する打
ち合わせを行いましょう。

６ 防犯カメラ

作動しない場合がありま
すので、事前確認をお願い
します。

５ 電気錠
停電によって施錠又は解錠されますので事前確

認をお願いします。

３ 冷房の停止・扇風機の使用不可

熱源に、ガス、軽油、灯油等を使用していても、
停電により空調機やファンコイルが動かないため、
また、個別空調機も含め冷房が停止します。
扇風機も使用できません。 ８ 携帯ラジオなど

停電時はテレビを使用できませんので、
ラジオ、携帯電話の準備・充電確認をお願いします。

換気扇、ガス警報機は
停止しますので、ガス機
器の使用は中止して、ガ
スの元栓は閉めてくださ
い。

１ 換気扇、ガス警報機

換気扇

エレベーター

非常用自家発電機

エレベーターを再稼働させる場合には、異常のないことを確認してください。

運転後は非常用自家発電機の潤滑油、燃料の残量を確認するとともに、必要に

応じて補給をお願いします。

空調機器等

復電時に空調制御盤等に警報が
出ていないか確認してください。

給水設備等

水道直結方式を除く給水設備では、
復電時に制御盤等に警報が出ていない
か確認してください。

４ ＩＣカードによる入退館ゲート等

停電時の動作等についていろいろな場合が想定され
ますので、施工業者又は製造業者等に事前確認をお願
いします。

防犯設備等（ＩＣゲート、電気錠、防犯カメラ等）

作動状況に問題ないかを確認してください。

３ 停電の前に実施する事項（安全・健康に関する設備）

４ 復電後に実施すべき事項

空調自動制御盤 給水設備用制御盤

警報が出ていないか！

非常用照明器具

７ 照明の代用品
必要に応じて懐中電灯

等を準備してください。



自家発電機室

事 務 局 保全指導・監督室 保全指導係 TEL 092-476-3539
九州地方整備局営繕部 調整課 保全企画係 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 
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技術協力に係る相談窓口

非常用自家発電機（以下「自家発電機」という。）を保有する施設であっても、計画停電中は自家発電機の
発電電力によって業務を行うことは、次の問題点があることをあらかじめご理解下さい。

自家発電機は一般に非常用として設置したもの
であり、通常のコンセント等は自家発電機回路に
接続されていません。

自家発電機は停電時に自動的に起動するように設計
されていますが、メンテナンスが完全でない場合又は
老朽化している場合等は、起動しません。起動しても
突然停止し停電する等の可能性があります。

自家発電機が停止した場合は突然の停電となり、電
源をバックアップできるものは無くなります。
（自家発電機の停止後も自動火災報知設備、電話交換
機等は実際には蓄電池で2時間程度使用できると思わ
れますが、消火ポンプ、排煙装置等は使用できなくな
ります。）

①自家発電機はあくまで非常用

②メンテナンスが完全ではない
・・・起動しない・突然の停止

③自家発電機が停止したら突然の
停電になる

⑤ 小型自家発電機の注意事項

自家発電機からの排気
ガスには一酸化炭素など
の有害物質が含まれてい
ますので、室内では使用
しないでください。

自家発電機の使用に先立ち次の事項を点検してく
ださい。

④自家発電機の運転の前に必ず点検を！
油の漏れ、機器の脱落ゆがみ等がある場合は

手動停止としてください。可能であれば計画停
電に先立ち自家発電機が正常に稼動するか確認
してください。

運転前、運転後の油量を確認し、余裕をもって
（少なくとも2時間程度の油量を残して）給油を計
画してください。
（油タンクは自家発電機室内に設置されているも
のの外に地下に埋設されている場合、発電装置
キャビネット内に収容されている場合もありま
す。）

○運転前・後に油量を確認！

油量を確認してください。

自家
発電機

油量計 給油口

鹿児島営繕事務所 技術課長宮崎県・鹿児島県

熊本営繕事務所 技術課長熊本県・大分県

保全指導・監督室 室長補佐福岡県・佐賀県・長崎県

担 当 窓 口県 名

自家発電機室に可燃物が置かれている場合
は必ず撤去してください。

○可燃物は置かれていませんか？

○油漏れないか？ 一度試運転を！

設置例

５ 非常用自家発電機の運転に関する注意事項

各府省の官庁施設の管理者等
に対する技術協力・支援に係る
連絡窓口を、本局及び営繕事務
所に設けていますので、お気軽
にご連絡ください。
連絡先は、下記のとおりです。

上に


